	災害予防規程
	分    類
	  業務(規)－（保）10

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  ２０１３年１２月２０日




       (目   的)  
   第  １条  この規程は、工場内での自然災害及び人為的災害（以下「災害等」という）
の発生、被害を未然に防止するために、また発生することが予想される災害に
対し、安全の確保と予防対策について定め、被害を最小限とするための事前に
措置すべき事項を定めたものである。
      
（定   義）
   第  ２条　自然災害、人為的災害とは以下のことをいう。
       　１．自然災害
　　　　　　①地震
　　　　　　②地震等による津波
　　　　　　③豪雨等による水害
　　　　　　④竜巻
　　　　　　⑤火災
　　　　　２．人為的災害
　　　　　　①操作ミスによる設備の異常
　　　　　　②取扱い物による災害・火災
　　　　　　③設備の倒壊
　　　　　　④交通災害

（従業員の責務）
   第  ３条　災害等が発生した場合、または発生が予想される場合は、別途定める自衛
       　防災隊実施基準に則り、防災本部長の指示に従い迅速に行動することとする。
許可のない独自の判断での行動は差し控えるものとする。

（組   織）
   第  ４条　災害等発生時の緊急連絡体制は、自衛防災隊実施基準に定める東ソー日向
　　　　　（株）緊急連絡系統とする。
　　　　　②災害等発生時の連絡方法は自衛防災隊実施基準に定める事故災害発生時の
       　　 連絡方法による。
　　　　　③災害等発生時の防災組織は、自衛防災隊実施基準に定める東ソー日向（株）
自衛防災組織による。

（防災本部の役割）
   第  ５条　災害等の発生及び発生が予想される場合に、迅速な対応を持って従業員、
工場施設等への被害を最小限とするための防災組織で、指揮命令を発令する
ことを目的として設置されたものである。

       （不測事態への対応）
   第  ６条　自然災害及び人為的災害が発生し、製造設備災害、人災に繋がる恐れがあ
　　　　　る場合は、本規程第３条及び第４条に則り対応するものとする。
別途初期の処置基準が定められている事項に関しては、その規程を順守する
のとする。

      （教　育）
   第  ７条　関係する従業員及び協力会社の従業員へ災害に対する意識の高揚、災害発
　　　　　生時の措置に関する教育を実施し、周知徹底させる。

（訓　練）
   第  ８条  防災訓練を年1回以上定期的に計画し、実施する。

      （記　録）
   第  ９条  前項第８条による教育訓練を実施した場合は、記録する。

（規程の管理）
   第１０条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。


付 　　   則
     ①  この規程は２０１３年１２月２０日より施行する。





